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   教育委員会定例会（平成２９年３月）会議録    

１ 日   時 平成２９年３月９日（木）１５：００～１７：２０ 

２ 場   所 新居浜市庁舎３階 応接会議室 

３ 出 席 者 教 育 長  関 福生 

委    員   三木 由紀子 伊藤 嘉秀 宮内 文久  

      長野 美和子 

事務局長  武方 弘行 

総括次長  榎木 奨悟 

次  長  高橋 良光 曽我 幸一 横井 邦明 三沢 清人 

課  長  高橋 正弥 曽我部 みさ 桑原 一郎 菅 春二 

４ 教育長及び 

教育委員会事業報告 

２月事業報告及び３月事業予定について 

その他 

５ 記録者氏名 社会教育課 岡部 文仁 

６ 会議の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜教育長及び教育委員会事業一般報告＞ 

＜報告＞ 

報告第 １ 号 専決処分の報告について（平成２８年度補正予算

[第６号]の議案送付について） 

報告第 ２ 号 専決処分の報告について（平成２９年度当初予算

の議案送付について） 

＜議案＞ 

議案第１１号 新居浜市立幼稚園保育料徴収条例施行規則の一

部を改正する規則の制定について 

議案第１２号 平成２９年度新居浜市入学準備金貸付者の決定

について 

議案第１３号 指定学校変更の許可について 

議案第１４号 新居浜市寺尾音楽教育振興基金条例施行規則の

一部を改正する規則の制定について 

議案第１５号 新居浜市市民グランド設置及び管理条例施行規

則の一部を改正する規則の制定について 

議案第１６号 教職員の人事異動について 

＜いじめ、不登校等生徒指導関係＞ 

＜その他＞ 

（１）学校図書館支援センターだより 

（２）発達支援サービス等に関するアンケート調査 

（３）審理手続について 
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関教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員一同 

 

関教育長 

 

 

三沢次長兼社会教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高橋学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは定刻がまいりましたので、ただ今から平成２９年第３回

新居浜市教育委員会定例会を開催いたします。 

本日の会議録署名委員は、伊藤委員さん、長野委員さんにお願いい

たします。 

３月の定例会の会期につきましては、事務局職員の人事異動につ

いての審議等がございますことから、新居浜市教育委員会会議規則

第５条第２項の規定によりまして、会期を本日３月８日から３月３

１日まで延長したいと思いますが、ご異議はございませんか。 

 

はい。 

 

平成２９年第２回定例会会議録承認は、宮内委員さん、伊藤委員

さんにご署名をいただいております。 

 

社会教育課の２月及び３月の主な行事についてご報告いたしま

す。資料の２ページをご覧ください。 

２月 ４日 こども夢未来基金事業 防災学習リーダー研修 

（人と防災未来センターほか） 

  １０日 青少年センター運営協議会（市民文化センター別館） 

  １１日 こころのことばコンクール（あかがねミュージアム） 

  １２日 市Ｐ連研究大会（市民文化センター大ホール） 

  ２５日 第５７回新居浜市公民館研究大会 

（市民文化センター中ホール） 

３月１１日 高齢者生きがい創造学園 学園祭 

以上でございます。 

    

学校教育課の２月及び３月の主な行事についてご報告いたしま

す。 

２月１１日 第２回ＥＳＤフェスティバル 

（あかがねミュージアム） 

１４日 新居浜こども美術展（あかがねミュージアム） 

（ ～２６日） 

       校区別人権･同和教育懇談会運営委員会反省会 

（ウイメンズプラザ） 

２０日 学力向上推進委員会（市庁舎） 

      第７回小中学校教頭研修会（市民文化センター） 
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横井次長兼図書館長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２日 第３回小中学校校長研修会(マリンパーク) 

３月１６日 中学校卒業証書授与式（ひびき分校除く） 

１７日 公立幼稚園卒園式 

２３日 小学校卒業証書授与式 

２４日 公立幼稚園、小中学校修了式 

 以上でございます。 

 

図書館の２月及び３月の主な行事についてご報告いたします。 

２月 ２日 お話会（乳幼児向け）６１名参加 

      就学体験学習 中萩中学校２年生２名（～３日）  

４日 新居浜教育会土曜寺子屋読書の広場 ２１名参加 

（司書が読み聞かせなどを行う） 

７日 インターンシップ新居浜商業高校２年４名（～９日） 

８日 お話会（幼児向け）５１名参加(園児含む) 

国立文化財機構東京文化財研究所 

文化遺産研究室長ほか２名案内（～９日） 

１６日 図書館訪問 王子幼稚園９６名参加 

１８日 お話会（小学生向け）１４名参加 

別子銅山に関する本の解説講座「別子銅山を読む」 

第５回 ５９名参加 

      講師：元別子銅山文化遺産課長 坪井利一郎  

２２日 お話会（幼児向け）２３名参加 

２４日 図書館訪問 中萩小学校特別支援学級 

      図書館協議会 

○ロビー展示  

『クリーニングの表示変更について』（～２５日） 

（消費生活センター友の会・代表：原綾子） 

『デジ亀クラブ写真展』（デジ亀クラブ）（２月７日～２６日） 

『別子あのころ ミニ写真展』 

故日和佐初太郎氏のミニ写真展（１４日～２６日） 

○ミニ企画展示 

   『３．１１…あの日の事を思い出してください』 

（１～１２日） 

○テーマ展示 

一般展示『ワガハイ ハ ネコ デアル』 

児童展示『こころがぽかぽかするほん』 
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曽我次長兼発達支援課長 

 

 

 

 

 

曽我部スポーツ文化課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ケース展示  

ネコに関する展示 

３月 ２日 ちいさなぞうのおはなし会（乳幼児対象） 

８日 お話会（幼児向け） 

９日 図書館見学 大生院小学校２年生 

（路線バスにて来館予定） 

１８日 お話会（小学生向け） 

  ２２日 お話会（幼児向け）  

○ロビー展示 

『こころの健康・３月は自殺対策強化月間です』 

（保健センター）（１日～１０日）  

『昭和レトロ展』（１４日～４月３０日） 

昭和３０年代・４０年代の新居浜の写真展示 

○テーマ展示 

一般展示『文豪 夏目漱石生誕１５０年』 

児童展示『おおむかしのせかい』 

○ケース展示  

  『タイムマシンに乗って～懐かしき新居浜、日本』Ｐａｒｔ① 

 以上でございます。 

 

発達支援課の２月及び３月の主な行事についてご報告いたしま

す。 

２月１０日 地域発達支援協議会（こども発達支援センター） 

１８日 第２回ペアレント・トレーニング（総合福祉センター）

以上でございます。 

 

スポーツ文化課の２月及び３月の主な行事についてご報告いた

します。 

２月１１日 市民マラソン大会（河川敷） 

      トップアスリート事業［サッカー］ 

３月 ３日 新居浜市体育協会顕彰表彰式及び祝賀会 

   ４日 トップアスリート事業［駅伝］ 

  ２０日 トップアスリート事業［バスケットボール］ 

  ２８日 正光寺山古墳群出土品展示（ふるさとラボ） 

 以上でございます。 
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桑原学校給食課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

菅総合文化施設管理課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まず、始めに配付している愛媛新聞の切り抜きコピーをご覧くだ

さい。 

２月２１日の新聞に、前日の２月２０日に新居浜市学校給食セン

ターにおいて発生いたしました学校給食の麦ごはんの提供中止の

記事が掲載されております。大変ご心配をおかけいたしまして申し

訳ございませんでした。配送車の出発後、プラスチック片の混入の

可能性があることに気付き、直後に麦ごはんの提供中止を決定した

ものです。健康被害の報告はなく、その後も問題なく調理が出来て

います。原因となったプラスチック片のカバーはすでに金属製に変

更しており、再発防止にあたっています。 

学校給食課の２月及び３月の主な行事についてご報告いたしま

す。 

２月１４日  学校栄養職員会（学校給食センター） 

２１日 第４回新居浜市学校給食会理事会（泉川公民館） 

２２日 新居浜市消費生活モニターによる施設見学 

（学校給食センター） 

３月１０日  学校栄養職員会（学校給食センター） 

２３日  平成２８年度（３学期）給食最終日 

２４日  学校栄養職員会（学校給食センター） 

以上でございます。 

 

総合文化施設管理課の２月及び３月の主な行事についてご報告

いたします。 

２月 ７日 愛媛こども美術展（～１２日） 

  １１日 第２回ＥＳＤフェスティバル 

  １４日 第３６回新居浜こども美術展（～２６日） 

  ２７日 メンテナンスのため休館（～３月３日） 

３月１１日 ぼくたち私たちの壁プロジェクト 

［絵具作りワークショップ］ 

１２日 あかがねミュージアム教室成果発表会（～２０日） 

      地域未来創造・地域再生フォーラム２０１７ 

  １５日 新居浜高等学院卒業証書授与式 

  １８日 船木中学校音楽部フレッシュコンサート 

 来月４月２９日から、当館で東京富士美術館コレクション展と榎

木孝明氏の水彩画展が開催されます。この事業につきましては市政

８０周年記念事業となっています。開催に先立ちまして、前日２８
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関教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日１５時から開会式を予定しています。教育委員の皆様には近日中

に詳細をご案内させていただきますので、ご参加していただきたい

と思います。 

以上でございます。 

 

２月及び３月の主な行事についてご報告いたします。 

２月１１日は、河川敷で市民マラソン大会が開催されました。約

７５０名の参加があり、子ども達も多く参加しました。雪が舞う寒

い日に皆さん頑張って取り組まれていました。 

同日、あかがねミュージアムでは、こころのことばコンクールと

ＥＳＤフェスティバルが行われました。どちらも子どもが主役にな

って、自分なりに学んだことや自分のこころのことばを語ってくれ

ました。その中で今回、若宮小学校の子どもの作品が、非常に心を

打つものがありました。午後のＥＳＤフェスティバルでは、子ども

達がポスターセッションをやる中で、回を重ねるうちに自信をもっ

てプレゼンテーションする姿が非常に印象的でした。 

２月１２日は、ＰＴＡ研究大会に参加しました。誕生学というこ

とで、今家庭での子育て等の中ではなかなか厳しい状況にある家庭

もあるようですが、普通の家庭教育とは違う視点で、高見さんとい

う女性講師が自分の学んできたことをみんなに伝えるという使命

感をもって語られていたことが非常に印象的でした。現在、学校で

もいくつか行われているようですが、このような話が学校と家庭を

つなぐ一つのきっかけになるのではないかと感じました。 

２月２０日は、新居浜市学力向上推進委員会に参加しました。こ

の中でこの一年の反省、来年度に向けての協議がなされました。こ

れまで、学力、ＱＵ等での学校の学級経営、発達支援のサポートの

３つの柱で事を進めてきましたが、もう一つ総括するという意味合

いで学力そのものをみんなでどう定義していくかという議論がで

きるような会を作ろうという話になりました。その中には学校関係

者だけでなく民間の方の発言も求められるような枠を作って、みん

なで新居浜の子ども達はどのような学力を身に付けていったら良

いかということを考えた上で各部会がそれを具現化していくよう

な仕組みになる方向を議論できたのではないかと思います。また来

年度、どのように動かしていくか今後検討したいと思います。 

毎日新聞社の主催するコンクールで毎日新聞社賞を受賞した角

野小学校の松本君の作文を読ませていただきました。倉敷市の病院
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で、命を授かることなく生まれてきた子どもに洋服を着せてきちん

と見送ってあげたいという親の思いを実現させるために、本当に小

さな洋服を型紙から作ってそれをプレゼントするというボランテ

ィア活動をしている、ということを本で知った松本君は自ら病院に

手紙を送って、型紙を送ってもらい自分で洋服を縫って、病院に持

って行ってそこで医師や看護婦さんと交流をするという体験を感

想文にまとめていました。我々は読書感想文というのは本を読んで

書くものかと思っていましたが、まさにアクティブ・ラーニングそ

のもので、自らが主体的に人との関係性の中で、自分なりにそれを

深めていくような学びの実践がこの作品に表れており、非常に感動

いたしました。ちなみに彼はこれまでパイロットになりたいという

想いがありましたが、この作文を書くことによって医師になりたい

という夢を自分なりに思い描いたということも語っていました。こ

のような場が増えていけば、子ども自身が深く学びに入り込んでい

けるのかなと感じました。 

２月２８日～３月２日までの３日間、本会議の質問で教育委員会

関係の質問が多数出てきました。主な話としては、若宮小学校のこ

れからの在り方、給食の問題等が一番大きかったように思います。

これからどちらもきちんと方向性を示していかなければいけない

テーマかと思いますので、是非教育委員さんとも一緒に考えていき

たいと思います。また、学校の在り方については、議会の答弁の中

でも何回かさせていただきましたが、これから先の新居浜市の教育

の在り方検討委員会を作らせていただき、その中で、広くいろいろ

な層の意見を求めて、それをまた教育委員会の場であげていく中で

これから先の方向性を明確にしていきたいと思っています。 

３月３日は、若宮小学校の関係で、地元でこれから先の在り方を

自分達で考えていく検討会を立ち上げるようなところに至ってい

ます。閉校するにあたって、どのような記念行事を行うか、あるい

は記念文集をどう作っていくか、さらには跡地をどのように利活用

していくかということを議論しました。私もこの席に参加しました

が、はじめはもっと厳しい意見が出るかと思ったのですが、極めて

前向きなこれから先未来を見つめていくような議論が行われてい

ました。また、今後、月１回程度議論する場をもつという取り決め

をしていますので、ある程度形が出来上がった段階からは、きちん

と教育委員会学校教育課から職員を出して一緒に議論できる場作

りをしていけたらと思います。 
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榎木総括次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上でございます。 

 

ただいまの教育長および教育委員会事業報告で、何かご質問やご

意見等はございませんか。 

 

次に、報告に移ります。報告第１号「平成２８年度補正予算（第

６号）の議案送付について」事務局から説明をお願いいたします。 

 

議案書の５ページ及び６ページをお目通しください。 

報告第１号 平成２８年度新居浜市一般会計補正予算（第６号）

のうち、教育委員会関係予算について、ご報告いたします。 

平成２８年度補正予算書及び予算説明書の３ページをお開きく

ださい。 

第１０款 教育費の第５項社会教育費 補正額３９，３５３千円

の増額で、教育費総額では、４，６９４，１５４千円から３９，３

５３千円を増額し、４，７３３，５０７千円とするものでございま

す。 

４４ページをお目通しください。 

次に、目の行政目的に添ってご説明申し上げます。 

放課後子ども教室充実費につきましては、国の第二次補正予算の

内示を受け、放課後児童クラブと一体型の放課後子ども教室の実施

に必要なタブレットなどの備品購入費として、３９，３５３千円を

増額するものでございます。 

次に、５ページにお戻りください。 

第２表 繰越明許費補正追加につきましては、第１０款 教育費

の４事業でございます。 

第２項 小学校費、小学校プール改築事業につきましては、プー

ル建築予定地と校舎の立地の高低差にバリアフリー対応等を行う

ことにより従来の工期より日数を要したため、 

第５項 社会教育費、高齢者生きがい創造学園環境整備事業につ

きましては、地元協議等に不測の日数を要したため、公民館施設環

境整備事業につきましては、耐震補強対策事業の遅れに伴うトイレ

接続工事の調整に不測の日数を要したため、公民館耐震補強対策事

業につきましては、県の設計審査に不測の日数を要したため、今年

度内の完成が見込めないことから必要額を平成２９年度に繰り越

し措置しようとするものでございます。 
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関教育長 

 

 

 

 

榎木総括次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、６ページをお目通しください。 

第３表 繰越明許費補正変更につきましては、第１０款 教育費

の１事業でございます。 

小学校施設環境整備事業につきましては、小学校校舎の大規模改

修の工事内容の変更、遅れに伴う場内整備工事の工期の遅れ、小学

校体育館の屋根塗装改修工事の施工方法の検討などに不測の日数

を要したため、繰越明許費の補正額を６２，３１６千円から８５，

４２０千円に変更するものでございます。 

以上で平成２８年度新居浜市一般会計補正予算（第６号）に伴う

専決処分の報告を終わります。 

 

ただ今の説明で、何かご質問やご意見等はございませんか。 

 

次に、報告第２号「平成２９度当初予算の議案送付について」事

務局から説明をお願いいたします。 

 

議案書の７ページ及び８ページをお目通しください。 

報告第２号 平成２９年度新居浜市一般会計予算のうち、教育委

員会関係予算についてご報告いたします。 

「平成２９年度予算・予算説明書」の１１・１２ページをお目通

しください。 

第１０款 教育費につきましては、 

第１項 教育総務費   ８億７，３２２万９千円 

第２項 小学校費    ６億４，８８９万４千円 

第３項 中学校費    ６億６，４０１万１千円 

第４項 幼稚園費    １億９，６４７万０千円 

第５項 社会教育費   ８億６，６７１万６千円 

第６項 保健体育費  １３億   ６６２万６千円の合計４５億

５，５９４万６千円（前年度４３億７，１４０万１千円、前々年度

５０億３，５０９万３千円）となっております。 

「当初予算参考資料」の３ページをお目通しください。 

第１０款 教育費ですが、平成２８年度の教育費の当初予算額

が、４３億７，１４０万１千円でございますので、１億８，４５４

万５千円の増額となっており、前年度比４．２％の増、一般会計に

占める割合は９．２％（前年度と同じ割合）となっております。 

「平成２９年度予算・予算説明書」の１４ページをお目通しくだ



 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

さい。 

第３表 債務負担行為でございますが、平成３０年度から平成３

２年度までの３か年の別子中学校寄宿舎管理委託料として、限度額

として８，１００万円を設定するものでございます。 

それでは、「当初予算参考資料」の目の行政目的に沿って、主要

な事業について説明させていただきます。 

まず、経常経費についてご説明いたします。 

「当初予算参考資料」の５３ページをお開きください。 

２行目、総合文化施設管理運営費１億７，０１４万３千円につき

ましては、平成２７年７月に開館したあかがねミュージアムの管理

運営経費でございます。総合文化施設の指定管理委託料、総合文化

施設管理課事務費等でございます。 

 次に、施策費についてご説明いたします。 

８６ページをお開きください。 

２行目、生きた英語教育推進費６，４２２万２千円につきまして

は、児童・生徒の英語力の向上と国際理解教育推進のため外国語指

導助手及び英語指導員を配置し、各小中学校へ派遣する経費でござ

います。 

４行目、発達支援教育充実費２，１６２万７千円につきましては、

園や学校への巡回相談、早期療育通園事業（ことばの教室・育ちの

教室）の運営、各種研修会開催による人材育成に要する経費でござ

います。 

８７ページをお開きください。 

１行目、コミュニティ・スクール推進事業費２６３万１千円につ

きましては、 

学校、家庭及び地域住民等がそれぞれの役割と責任を自覚して、

地域全体で教育に取り組む体制づくりを推進するための経費でご

ざいます。 

２行目、お手玉文化普及活動費４００万円につきましては、市制

８０周年及び日本のお手玉の会２５年の活動の節目として、新居浜

市が誇るお手玉文化の継承発展とお手玉の魅力を全国に向けて情

報発信するための経費でございます。 

下から４行目、新居浜市スポーツ大会開催支援事業費３００万円

につきましては、文化スポーツ大会開催支援事業奨励金を創設し、

各種大会を主催する団体等に対する奨励金を交付するための経費

でございます。 
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下から２行目、魅力ある高等学校地域連携事業費２５０万円につ

きましては、市内の各高等学校が魅力を高め、地域へ発信し、地域

と連携を深めることにより、本市の中学生にとって魅力ある高校と

するための経費でございます。 

８８ページをお開きください。 

３行目、小学校用コンピュータ整備費５，３５８万円につきまし

ては、小学校の情報教育推進のため、教育用コンピュータ、タブレ

ット等の整備・管理をしていくものでございます。 

４行目、小学校特別支援教育充実費１億５８１万２千円につきま

しては、学校生活介助員９２人、学校支援員１４人を配置する経費

でございます。 

９１ページをお開きください。 

下から３行目、市制８０周年広瀬歴史記念館開館２０周年企画展

費５０１万３千円につきましては、市制８０周年及び開館２０年を

記念し、広瀬歴史記念館２０年の歩みをテーマとした企画展及び講

演会を開催する経費でございます。 

下から２行目、総合文化施設充実費２，５１８万円につきまして

は、「創る・学ぶ・育む」をテーマに新居浜の歴史、文化及び芸術

を通して、市民がつどい、出会い、交流する各種事業を実施いたし

ます。２９年度の事業といたしましては、文化庁芸術家在外研修制

度５０周年記念展、小磯良平とオリゾン洋画研究所展などを予定し

ております。 

その下、最終行、市制８０周年記念企画展開催費６，０３５万８

千円につきましては、東京富士美術館コレクション展 美の東西、

榎木孝明水彩画展 風と遊ぶ、近藤勝也とジブリ展などを予定して

おります。 

９２ページをお開きください。 

市制８０周年記念にかかるスポーツ振興関係事業として、下から

４行目から４事業、 

・ドリームベースボール事業費２０６万８千円、 

・わんぱく相撲にいはま場所開催助成事業費１００万円、 

・ウエイトリフティング講演会開催事業費１５４万２千円 

・マラソン大会開催事業費３５０万円、 

の実施に必要な経費として計上しております。 

９３ページをお開きください。 

１行目、学校給食多子世帯支援事業費４０８万円につきまして
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関教育長 

 

 

 

は、多子世帯の経済的負担の軽減を図るため、従来の就学援助制度

に加え、市内の小中学校に通学している児童生徒を３人以上養育

し、所得等の条件に該当する世帯に対して、第３子以降の学校給食

費を免除するための経費でございます。 

次に、公共事業について説明いたします。 

９６ページをお開きください。 

下から３行目、旧広瀬邸庭園整備事業２，６７５万７千円につき

ましては、重要文化財旧広瀬邸の内庭について、修復剪定等の整備

を行い、竣工当時の姿に近づけることにより文化財的価値を高めよ

うとするものでございます。 

次に、単独事業につきましてご説明いたします。 

１０３ページをお開きください。 

下から３行目、別子中学校学び創生事業２億８，２７６万８千円

につきましては、別子山地域において、グローバル・ジュニア・ハ

イスクール構想としての学校を拠点に地域の活性化と魅力創出を

図るもので、寄宿舎建設、デジタル教科書・タブレット購入などの

経費でございます。 

その下、高齢者生きがい創造学園環境整備事業４，７６１万４千

円につきましては、少年ソフトボールの練習等が可能な施設とし

て、広瀬公園西側のグラウンドの造成及び施設整備工事を行うもの

でございます。 

一番下の、公民館施設環境整備事業６，５０６万８千円につきま

しては、中萩公民館及び新居浜公民館のトイレ改修工事のほか、大

生院公民館の屋上防水工事や、船木公民館等８公民館の調理室のエ

アコン整備工事等の経費でございます。 

１０４ページをお開きください。 

１行目、図書館施設環境整備事業１０４万４千円につきまして

は、図書館の老朽化を防ぐための整備費用で、２９年度は高圧引込

ケーブルの更新工事を行うための経費でございます。 

以上で、平成２９年度新居浜市一般会計予算に伴う専決処分の報

告を終わります。 

 

ただ今の説明で、何かご質問やご意見等はございませんか。 

 

次に議案審議に移ります。第１１号から第１５号議案までの５議

案の予定でしたが議案第１６号「教職員の人事異動」を追加します。
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委員一同 

 

関教育長 

 

 

 

 

 

 

高橋学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１２号、第１３号は個人の情報に関する議案、第１６号は人事案

件でございますので、新居浜市教育委員会会議規則第１５条の規定

により、この会の最後に非公開で審議させていただきたいと思いま

すが、ご異議ございませんでしょうか。 

 

はい。 

 

ご異議がないようですので、最後に非公開で審議させていただき

ます。 

 

それでは、議案第１１号「新居浜市立幼稚園保育料徴収条例施行

規則の一部を改正する規則の制定について」事務局から説明をお願

いいたします。 

 

学校教育課 高橋でございます。 

議案第１１号 新居浜市立幼稚園保育料徴収条例施行規則の一

部を改正する規則の制定について、ご説明いたします。 

議案書９ページから１０ページをご覧ください。 

本案は、国が進める幼児教育の段階的無償化の実施にあわせて、

本市の市立保育園の保育料の見直しを行い、低所得の多子世帯等の

保護者負担の軽減を図るため、提案するものでございます。 

改正の内容でございます。 

まず、別表の改正につきましては、第３階層の要保護者等世帯の

保育料を１，６００円から１，５００円に、要保護者等世帯以外の

保育料を４，２００円から３，６００円に改正いたしております。 

備考の第３項の改正につきましては、児童福祉法の法改正に伴う

条文のズレの修正及び字句の修正、備考の第６項の改正も、児童福

祉法の法改正に伴う字句の修正でございます。 

備考の第７項及び第８項の改正につきましては、第２階層の要保

護者等世帯以外の世帯について、第二子以降の無償化を実施するも

のでございます。 

なお、この規則は、平成２９年４月１日から施行したいと考えて

おります。 

以上で説明を終わります。 

ご審議よろしくお願いいたします。 
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関教育長 

 

 

 

 

 

 

関教育長 

 

 

 

 

 

 

髙橋学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関教育長 

 

 

 

ただ今の説明で、何かご質問やご意見等はございませんか？ 

 

それでは、議案第１１号について、ご承認いただけます方は挙手

をお願いいたします。 

 

（全員挙手） 

 

ありがとうございました。では、承認とさせていただきます。 

よろしくお願いします。 

 

次に議案第１４号「新居浜市寺尾音楽教育振興基金条例施行規則

の一部を改正する規則の制定について」事務局から説明をお願いい

たします。 

 

学校教育課 高橋でございます。 

議案第１４号 新居浜市寺尾音楽教育振興基金条例施行規則の

一部を改正する規則の制定について、ご説明いたします。 

議案（別冊）の１０ページから１６ページをご覧ください。 

本案の改正につきましては、平成２８年１２月議会において新居

浜市寺尾音楽教育振興基金条例の一部を改正する条例議案の議決

をうけ、平成２９年４月１日から施行することに伴い、新居浜市寺

尾音楽教育振興基金の適正な運用に必要な様式を定めるため、規則

の一部を改正しようとするものでございます。 

改正の内容につきましては、第４条を第５条とし、第２条から第

３条までを１条ずつ繰り下げ、第２条として基金に備え付ける帳簿

に関する規定を追加し、帳簿にかかる様式を新たに規定しようとす

るものでございます。 

なお、この規則は、平成２９年４月１日から施行したいと考えて

おります。 

以上で説明を終わります。 

ご審議よろしくお願いいたします。 

 

帳簿が新たに加わったということですね。 

ただ今の説明で、何かご質問やご意見等はございませんか？ 

 

それでは、議案第１４号について、ご承認いただけます方は挙手
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関教育長 

 

 

 

 

 

 

曽我部スポーツ文化課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

をお願いいたします。 

 

（全員挙手） 

 

ありがとうございました。では、承認とさせていただきます。 

よろしくお願いします。 

 

次に議案第１５号「新居浜市市民グランド設置及び管理条例施行

規則の一部を改正する規則の制定について」事務局から説明をお願

いいたします。 

 

スポーツ文化課 曽我部でございます。 

議案第１５号「新居浜市市民グラウンド設置及び管理条例施行規

則の一部を改正する規則の制定について」ご説明いたします。 

会議案の１３ページから１６ページをお目通し下さい。 

新居浜市市民グラウンドは、日中はグラウンドゴルフや小学生の

サッカーやソフトボールの練習または試合会場として、また、夜間

は軟式野球等のナイターリーグの会場として広く市民にご利用し

ていただいております。 

グラウンドの使用料は無料でございますが、夜間照明施設を使用

する場合には、全面使用１４２０円、半面使用７１０円の使用料と

しております。この使用料は、「市民グラウンド設置及び管理条例」

において、「減免することができる」と規定しておりますため、そ

れを受け、現行の施行規則において「使用料の減免」を規定してお

りますが、減免の対象範囲のみで、減免率については規定されてい

なかったため、事務手続きが煩雑でございました。そのため、今回、

規則第４条につきまして、 

（１）市、教育委員会その他市の機関が主催し、又は共催する事

業のために使用する場合 全額 

（２）市、教育委員会その他市の機関が後援する事業のために使

用する場合 半額 

（３）その他教育委員会が必要と認める場合 全額 

と減免率が明確になるよう改めます。また、あわせて減免申請書様

式の制定及び文言整理を行うものでございます。なお、この規則は

平成２９年４月１日より施行の予定でございます。 

ご審議よろしくお願いいたします。 
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関教育長 

 

 

 

 

 

 

関教育長 

 

 

 

 

 

高橋次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮内委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただ今の説明で、何かご質問やご意見等はございませんか。 

 

それでは、議案第１５号について、ご承認いただけます方は挙手

をお願いいたします。 

 

（全員挙手） 

 

ありがとうございました。では、承認とさせていただきます。 

よろしくお願いします。 

 

それでは、いじめ、不登校等生徒指導関係に移ります。事務局か

ら説明をお願いいたします。 

 

お手元の生徒指導関係資料をご覧ください。 

＜資料に基づき説明＞ 

 １不登校について 

 ２いじめについて 

 ３不審者情報 

 ４交通事故について 

 

ありがとうございました。ただ今の説明について、何かご質問や

ご意見等はございませんか。 

 

実は新居浜市の医師会の理事会で、不登校に関してもしかすると

精神科の医者が協力できることがあるのではないかという話がご

ざいました。特に父親や母親が統合失調症の場合には子どもさんに

は早期に関わった方が良いと思うので、名前が分かればご協力でき

ることがあるかもしれないとのことです。ただ教育委員会から子ど

もさんや親御さんの実名を出すということは個人情報の取り扱い

で大きな問題になるので、具体的に何か良い方法があればいいなと

考えております。今度、精神科の先生方が集まるところがあれば、

教育委員会のどなたかにそこに出席していただいて、その場に保護

者あるいは子どもさんの名簿等をお持ちいただき、この中に何か思

い当たる方はいませんか、こういう人はカウンセリングを早くした

ほうが良いのでしょうか、というような話をして、その名簿は回収
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高橋次長 

 

 

宮内委員 

 

 

 

 

 

教育長 

 

宮内委員 

 

 

 

関教育長 

 

 

曽我次長兼発達支援課長 

 

 

 

宮内委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

して帰るなどといった方法もあるかもしれません。是非お手伝いを

したいという意見がございましたので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

ありがとございます。その会合がいつあるのかというのはまた知

らせていただけるのでしょうか。 

 

そうですね。教育委員会が個人情報の取り扱いに慎重に配慮して

できるというのであれば、いつ集まりがあるのだとか、どういった

方法が良いのかを尋ねてみようと思います。まずはここで皆さんに

精神科のドクターの協力を得るのかどうかということを決めてい

ただければ、また私が橋渡しをいたします。 

 

ありがとうございます。 

 

統合失調症の子どもさんはなるべく早くカウンセリングした方

が発症しなくて済むと思うので、是非その辺のところは協力いただ

ければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

いかがですが。今の案件について発達支援課の方から何かござい

ますか。 

 

今話にあったように家庭の状況が影響している不登校の案件が

たしかに増えております。指導主幹の先生が書かれている内容を読

んでみましてもそういった内容が最近多いと感じます 

 

明らかに発達支援課のお世話になるお子さんは今までどおりで

良いと思うのですが、親御さんが統合失調症で不安定になり、その

影響が子どもさんにも出てくる場合には、発達支援課にかかるかか

からないか非常に微妙な状態で過ごしているということがあると

思います。それが見つかるのは不登校になってからということが多

いのではないのかと思うので、例えば新たに不登校になった人の名

前だけでも、この子に心当たりありませんか。何かできることはあ

りますか。というように確認するのもいいかもしれません。何か教

育委員会と精神科の医師とを結びつける方策があればと思います。 
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高橋次長 

 

 

 

 

 

宮内委員 

 

高橋次長 

 

宮内委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関教育長 

 

 

宮内委員 

 

 

 

関教育長 

 

宮内委員 

 

 

 

 

保健センターでは産後家庭訪問等をして若いお母さん方の支援

をしていると思うのですが、そうした保健師さんは子どもをみてい

るだけでなく、保護者との問診を通してなかなか保護者が子育ては

難しいのではないかという事案を結構把握されているのではない

のかなと思います。 

 

統合失調症は、歳を取って発症することが多いのです。 

 

そうなのですか。 

 

鬱でしたらかなり早い時期から分かるのですが、統合失調症だと

３０歳とか４０歳くらいで発症することも多く、そうなるとやっぱ

り小学校・中学校の子どもさんがいて、次第にその子どもさんの調

子がおかしくなってくるということがあると思います。 

あとは、どちらが先に情報を渡すかということですよね。精神科

の医師がこういう人の子どもさんは学校に行っているか、というこ

とを見つけるのは難しいと思うので、例えば、つい最近不登校にな

った人の中にこういう人がいるのだけれども、先生のところでかか

っていませんか。何か先生から教育委員会にアドバイスはありませ

んか。など、そういう情報提供や情報を開示する、ということの方

が早期発見に繋がるかもしれないと思います。 

 

お医者さんの方は情報を確認して、こちらに情報提供をしていた

だくということは守秘義務上問題はあまりないのですか。 

 

子どもさんが不登校になっている場合には、早期にカウンセリン

グを始めていただけませんか。というようなアドバイスという形で

はできると思います。 

 

アドバイスという形ですね。 

 

ソーシャルワーカーなどが学校に入っているでしょうから、そう

いった方にカウンセリングはお願いできると思います。不登校にな

っていなければいいと思うのですが、不登校になっている方はもっ

と別の方面からのアプローチの方が学校へ引き戻しやすいかもし

れないという意見でした。 
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高橋次長 

 

関教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三木委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ありがとうございます。 

 

先ほども話にも出ておりましたが、ソーシャルワーカーが福祉と

教育の接点は作ろうという努力を今年度してきたのですが、確かに

今宮内委員さんがおっしゃたように医療と教育の関係も作ってい

かなければ、ケアできないのかなと思います。私も先ほど大藤先生

から病院に病気で長いこといる子どもたちに対しての学業支援の

ような意味で院内学級についての申し出を受けたところだったの

ですが、教育の中だけで止めるのではなくて、今おっしゃっていた

だいたいろんなアプローチ、関わりがいる時代なのだなと改めて思

います。 

三木委員さん何かございませんか。 

 

先ほど、不登校の方に社会福祉士が関わってくださっているとい

う話もあったと思うのですが、保護者のしんどさというのは子ども

に表れてくることが多いと思うので、個人情報のことを考えると本

当に難しいと思いますが、病気に関わらずそこに誰がどういう形で

入るのかが大切なのかなと思います。保護者が悩み事を打ち明けて

いけるような場所があってもそれに出てくる必要性のある方ほど

出てこない、という現実はあるのかもしれないのですが、子どもの

問題を考える時に、保護者支援といいますか、どこかでペアレント

メンターの話があったと思うのですが、保護者同士が助け合う部分

があってもよいのではないかなと思います。なかなか自分のことを

話しにくいというように、今、保護者同士が助け合う部分というの

は非常に薄くなっているのではないかなと思います。ですから、な

にかそういう保護者同士が悩みを話せる部分があって、そこに専門

家がある程度関わってくださるというように、例えば子どもの不登

校のことで相談にきたけれど、精神科のお医者さんもそこにいれ

ば、本人が少し自分のことも話していこうとか、ちょっと相談して

みようという気持ちになれる、そういう場ができることがまず大事

なのかなと思います。情報をこちらから橋渡しするということがで

きれば本当にいいのですが、非常に難しいので、子どもさんのこと

で心配なことがあったら、保護者同士あるいは専門家と一緒に話し

ませんか、という場があれば、ひょっとしたら、本人が自分どうな

のだろう。と気が付くことに繋がるのではないかという気がしま
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関教育長 

 

 

長野委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

す。今保護者さんがどういう状態にあるのかというのが私にも見え

ないのですが、割と閉塞感のある中で子育てされているのではない

かと思うので、そういう場ができてくればいいなと思います。 

 

従来から新居浜は今言われたような相談事業的なものには取り

組んでいないですね。 

 

はい。私も色々経験があるのですが、すごく内面的なことで、前

の晩は約束しているのに、朝になると行けなくなったり、時間がか

かったり、時には暴れたり、とかそういう現実を毎日毎日続けると、

見ていてこれはお母さん壊れるなといつも思います。特に母親は子

どものことを指導されると、子ではなくて、自分が責められるとい

いますか、自分の責任で、自分が悪いから、というような気持ちに

なっていきがちなところがあるので、やっぱり学校に行きにくい、

なかなか来られない、大きな問題を起こす、というような子の親御

さんっていうのは、私も現職のときに何人もお話聞きましたけど、

非常にみなさん不安定です。子どもと一体化してまるで自分自身の

問題であるといったようになってしまいます。そこにすごく信頼で

きる人や機関があればいいと思います。相談してもお説教がましく

言われるとか、道徳的なことを言われるとか、当たり前のことを言

われるとか、それは分かっているけどできないから辛いのだ、とい

うことになり、もう行きたくない、話したくない、というようにな

ってしまう可能性もあるので、子ども以上に関わり方は難しいと思

います。しかし、やっぱり子どもたちには家庭の事情というのもも

のすごく大きな影響があるので、特に不登校で悩まれている子ども

に目が向くのですが、その背景にいる親御さん、家族の方のケアと

いうのをどうするかというのを考えていかなければならないと思

います。それともう一つ言えることは、できれば学校外の方、子ど

もに直接関わってない第三者的な目をもって見てくださる方の方

が、親御さんもある部分安心して相談したりお話しをしたりできる

のかな、と思います。やはり学校だと子どもが人質に取られている

ではないですけど、本当に信頼できるというところに至るまでには

非常に難しい部分があるので、そこで関係がこじれるとますます遠

ざかってしまいますし、専門の方にも色々相談していただける機関

ができれば全員は無理でも、一人でも二人でも、それをきっかけに

子どもにまた働きかけていけるのではないかな、と思います。 
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関教育長 

 

伊藤委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関教育長 

 

 

 

宮内委員 

 

 

 

 

 

関教育長 

 

長野委員 

 

 

 

 

 

 

 

ありがとうございます。伊藤委員さんは何かございませんか。 

 

宮内委員さんが言っていただいているように、お忙しい中先生方

が歩み寄っていただけるのであれば非常にチャンスだと思います。

できるだけ生かしたいなと思うのですが、まずは子どもの名前の情

報とかやり取りとかいう前に、学校の先生とお医者さんが保護者の

方に、こういう先生に相談に乗っていただけますよ、という情報を

与えるだけでもいいのではないかなと思います。２０年前ですが、

ある女性が新居浜市で一人だけ産婦人科の先生で忙しい中メール

で相談を受けてくれる人がおり、それは労災病院の宮内先生だと、

おっしゃっていてすごい先生がいらっしゃるなと思いました。その

女性は先生とメールでやり取りしながら相談した悩みが解決して

いって落ち着いたと話されていました。そういう意味でいうとメー

ルの受け入れをしてくれる先生がいるだけでも保護者の方は相談

しやすいのではないかなと、私は思います。 

 

私がその集まりに行くか、学校教育課の職員が行くかは別とし

て、是非そういうふうな場を一度つくっていただいて学ばせていた

だけると有難いです。 

 

精神科の先生方と教育長とお話をしていただいて、ではどうやっ

て情報の受け渡しをするのか、とか精神科の方では何ができて何か

できないのか、学校ではどういったことをすればよいのかを話し合

っていただければと思うので、また今度の医師会の時にお伝えして

おきます。 

 

是非お繋ぎいただけますと助かります。 

 

やっぱり子どもが学校というところで生活している限りは、先生

方から離れるわけにはいかないので、関わっていただかなければい

けないのだけれど、もしそれをするのであれば、そのことで先生方

の負担になってもいけないし、確実に正しい方向でいくようにもし

なければいけないし、そういう意思の疎通というか、そこをだいた

いではなく、しっかりとやるという前提でやらないと、良い方法だ

からこれも取り入れる、あれも取り入れるというのでは回らないと
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関教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横井次長兼図書館長 

 

 

関教育長 

 

 

 

 

曽我次長兼発達支援課長 

 

 

 

 

 

思います。十分な話し合いと計画と、実行のための方法を考えてい

ただいて取り組むということでお願いいたします。子どもにとって

は良い方法の一つではあると思うのですが、現実的にそのようなこ

とも考えていただければな、と思います。 

 

福祉の方との接点についても、今年来年２年間は実証事業的な形

で、その中での色々な経験値を確認していこうかなとは思っており

ます。今、川東・船木でやっているのですが、初めはなかなか距離

感がありましたが、一年間やってみてかなり両者の意思がつながっ

てきたような気もするので、今回の事業にしてもこれから先、学校

の先生の負担が増える方向にするのは全くマイナスだと思うので、

自分が今までやってきてなかなか難しく深みに入っていってしま

っていたことを、誰かが支えてくれるような仕組みがつくれたら一

番いいのかな、と思います。そういう面でまだまだ一緒に学ばせて

いただけたらと思いますので是非お願いします。 

 

他にございませんでしょうか。 

 

それでは、その他の方に移らせていただきます。 

はじめに「学校図書館支援センターだより」について説明をお願

いいたします。 

 

お手元の資料をご覧ください。 

＜資料に基づき説明＞ 

 

ただ今のご説明で、何かご質問やご意見等はございませんか。 

 

では、続きまして「発達支援サービス等に関するアンケート調査」

について説明をお願いいたします。 

 

お手元の資料をご覧ください。 

＜資料に基づき説明＞ 

 

ただ今のご説明で、何かご質問やご意見等はございませんか。 

  

その他に連絡事項等はございませんか。 
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三沢次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関教育長 

 

失礼します。社会教育課三沢でございます。教科書採択に係る審

査請求の件で１件ご報告いたします。今回郵送でご自宅にお送りし

ております資料の中に、平成２９年１月１０日付けの審査請求の文

書が入っていたかと思います。この件に関しまして、この審査請求

は平成２８年１０月１１日付で情報公開請求があったのですが、調

査員用の様式１については不存在であるということで部分公開決

定しているものです。それに対して公開せよ、という審査請求なの

ですが、教科書採択に関してすでに２件審査請求が出ており、その

２件の審理手続きについては、審査請求の中で審理手続きをしてく

ださいという要請があり、審理手続きをしております。今回のこの

３件目の平成２９年１月１０日付けの審査請求ですが、これについ

ては審理手続きの要請はないのですが、今行っている２件と同じ教

科書採択に係る審査請求であるということと、今回の分についても

先の２件と同様に審理手続きをおこなうことが合理的であり、請求

人も有益であることから、先の２件と同様に審理手続きを行うとい

うことで取り組みたいと考えております。以上です。 

 

ただ今のご説明で、何かご質問やご意見等はございませんか。 

 

それでは、次回の定例会の日程を決定させていただきたいと思い

ます。例年４月の定例会につきましては教育委員会事務局の管理職

並びに新任及び転入教職員の管理職の紹介式と同じ日に開催して

いる経緯がございます。来年度は４月４日火曜日に市民文化センタ

ーの４階の大会議室で開催いたしたいと思うのですが、４月４日で

よろしいでしょか。 

 

では、去年でいうと１４時から管理職の紹介式をおこないまし

て、１４時３０分から教育委員会の定例会をおこなうというかたち

でおこなったのですが、それで一応調整いたしまして、また正式に

はご連絡させていただければと思います。それでは４月の定例会

は、４月４日火曜日に開催させていただきます。よろしくお願いし

ます。これより、非公開審議に入りますので、関係者以外の方は退

席をお願いします。 
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